
事 務 所 等

直 轄 事 業

景観検討区分チェックシート作成

景観検討区分原案作成

簡易検討事業 標準検討事業 重点検討事業

状況に応じ
て可能な限
りの景観検
討の実施

景観検討体制の構築
（必要に応じて実施）

景観検討シート
の作成（景観形
成にあたり配慮
すべき事項、景
観整備の方針等
を作成）

景観の予測・評価
（必要に応じて実施）

景観検討シートの公表（HP等）
（必要に応じて実施）

景観の予測・評価

景観検討シートの作成
（景観形成にあたり配
慮すべき事項、景観整
備の方針等を作成）

景観検討体制の構築
（必須）
・事業景観アドバイザー
（任意）
・住民意見聴取
・地方公共団体、
　NPO等連携

調整等

承認

相談

アドバイス

報告

事業進捗
（各設計の
タイミング）
により景観
整備方針の
内容について
熟度を向上

事業進捗
（各設計の
タイミング）
により景観
整備方針の
内容について
熟度を向上

事 業 完 了

事 後 評 価

事 業 完 了

事後評価
（必要に応じて実施）

維持・管理 景観検討シートを踏まえた維持・管理

情報提供

意見

報告

意見

報告

重点検討事業の景観
検討シートの公表（HP等）

本局
（企画部）

景観検討委員会
（各部長等、

景観施策アドバイザー）

景観施策
アドバイザー会議

官庁営繕事業については
官庁営繕版基本方針に
基づき、重点事業のうち
周辺地域の景観形成に与える
影響が大きい事業について

営繕部より報告

景観検討委員会
（事業完了段階）

景観検討委員会
（事後評価段階）

景観検討の事例の蓄積

景観検討システムの改善
（必要に応じて実施）

※1：事業の緊急性等から事業期間が短く、手続き等を行うことが困難な事業等
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国土交通省中部地方整備局企画部企画課

〒460-8514 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号　名古屋合同庁舎第2号館
TEL：052-953-8127 FAX：052-953-8294

～中部地方整備局所管公共事業における景観検討～

●景観検討の流れ



●景観検討の実施要領
中部地方整備局所管公共事業について、景観検討を実施するための手順、手法及び参考となる知見等を示しています。

１．事業のなるべく早い段階から景観検討を行います

２．事業特性に応じたメリハリのある景観検討を行います

３．景観検討シートを用いて継続的な景観検討を行います

1．検討開始時期：事業のなるべく早い段階から景観検討を行います
十分な景観配慮を行うため、事業のなるべく早い段階から景観検討を実施します。

2．景観検討区分：事業特性に応じたメリハリのある景観検討を行います
事業特性に応じて効率的に景観検討を行うため、事業の初
期段階で景観検討区分を設定します。
重点検討事業は、学識経験者等の参加を得るなど重点的に
景観検討を行う事業ですが、標準検討事業や簡易検討事業に
ついても、事業や地域の特性を踏まえて、重点検討事業に準
じた景観への配慮を行うよう努めます。

実施内容 重点検討
事業

標準検討
事業

簡易検討
事業

景観検討の実施体制
・事業景観アドバイザーの任命
・住民・NPO等の参加
・他省庁や地方公共団体との連携
景観検討シートの作成
・景観形成にあたり配慮すべき事項
・景観形成の目標像、基本的な考え方
・具体的な景観整備の留意点と方針
・景観の予測・評価
・施工段階、維持管理の留意点
・完成報告
・事後評価
本局（企画部）との関わり
・構想・計画段階、設計段階の報告

・景観検討に関する相談
・事業完了の報告
・事後評価の報告

…必須 …必要に応じて実施

区分 概要
重点検討事業

標準検討事業

簡易検討事業

・優れた景観を有する地域で行う事業
・事業により景観に大きな影響を与えるおそれがあると判断する事業
・事業実施を通じて良好な景観形成を行おうとする事業

・重点検討事業及び簡易検討事業以外の事業

・事業の緊急性等から事業期間が短く、手続きを行うことが困難な事業等
・地下構造物等周辺への景観上の影響がないか、極めて小さい事業

3．景観検討シートの作成：景観検討シートを用い
て継続的な景観検討を行います
景観検討シートは、景観検討の内容や経緯等を記録するも
のです。事業の初期から完了後の維持管理まで検討シートを
継承していくことにより、一貫性のある景観検討を行います。

項　目 記入する事業段階
構想 計画 設計 施工 完了後

1. 事業概要
2. 景観形成にあたり配慮すべき事項
3. 景観形成の目標像
4. 景観形成に関する基本的な考え方
5. 具体的な景観整備の留意点と方針
6. 景観配慮の内容
7. 施工段階の留意点
8. 維持管理の留意点
9. 完成報告
10. 事後評価の方針と結果
11. 景観検討の体制
12. 景観検討の経緯
13. 事業の進捗状況の経緯

●景観検討の実施体制
（１）事務所等
学識経験者等の知見や地域住民、地方公共団体等からの意
見等を踏まえた景観検討を行うことができる実施体制の構築
に努めます。
（２）本　　局
景観検討の円滑で効果的な推進に向けた総合的な窓口とし
て、企画部を位置づけます。

事務所等 本局（企画部）

・景観検討の実施 ・景観形成に係る方針
・景観検討の施策に関すること
・その他、景観の向上に関すること【重点事業】

【標準検討事業】

事業景観アドバイザー（必須）

地域住民・NPO

地方公共団体

必要に応じて重点検討事業

に準じた検討体制を構築す

ることが出来る。

景観検討委員会

委員：部長等

景観施策
アドバイザー

景観施策
アドバイザー

景観施策アドバイザー会議

■事務所等における景観検討の実施内容

■景観検討区分の概要

■景観検討シートの記載事項と記入時期

■景観検討の実施体制

●景観アドバイザー会議からの提言
平成19年4月に、中部地方整備局景観アドバイザー会議からの提言「未来を拓く中部の景観づくり」が取りまとめ
られました。この提言では、中部地方の特性を活かした景観づくりの基本理念を設定し、社会資本整備に求められる
視点が示されています。

中部の景観づくりにおける基本理念

社会資本整備における景観づくりの視点

自然・歴史・文化を大切に　中部の魅力の継承と創造

あるべきものを　
　　　　あるべきところに　
　　　　　　　　あるべきすがたで

あるべきものを=ニーズの必要性

あるべきところに=場所的な必然性

あるべきすがたで=機能と形態の必然性

●地域ニーズ 〈地域が何を必要としているか把握する〉

●愛着の醸成 〈地域に愛されるものを一緒に考える〉

●未来性 〈地域の変化と周到な未来予測をする〉

●風土性 〈地域の風土、地形、植生を活かす〉

●スケール感 〈空間における相対的な大きさを吟味する〉

●暮らしと営み 〈地域の暮らし、伝統、慣習、技術、素材を活かす〉

●機能性 〈機能と構造とを深く追求し、形態を洗練させる〉

●永続性 〈経年変化を十分考慮する〉

●トータルデザイン 〈周辺景観等との全体調和を図る〉

1

2

3

●景観検討の経緯　
国土交通省では「美しい国づくり政策大綱」を公表し、
平成19年３月には「国土交通省所管公共事業における景
観検討の基本方針（案）」が策定されました。
中部地方整備局では、上記の景観アドバイザー会議か
らの提言及び基本方針を受け、景観検討の実施要領を作
成し、直轄事業を対象とした景観検討に取り組んでいき
ます。

『美しい国づくり政策大綱』
（平成15年7月）

『景観法』成立
（平成16年6月）

景観形成ガイドラインの策定

『国土交通省所管公共事業における
景観評価の基本方針（案）』

（平成16年 6月）

景観評価の試行

『国土交通省所管公共事業における
景観検討の基本方針（案）』

（平成19年3月）

『未来を拓く
中部の景観づくり』
（平成19年4月）

中部地方整備局所管公共事業における
景観検討の実施要領

景観アドバイザー
会議からの提言

■景観検討の経緯

中部地方整備局では、
全ての直轄事業を対象に景観検討を行います


